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男性も育児参加できる  

ワーク・ライフ・バランス企業へ  

＜概要＞  

（仮題）  

＊＊＊それは、社長のひとことから始まった＊＊＊   

その企業は残業もあるごく普通のメーカーでした。平成3年に社長の  

発案で週1日のノー残業デーを始めました。はじめはなかなか守られま  

せんでしたが、定時退社の実現にこだわる社長は何回も繰り返し指示を  

し、管理職が職場を巡回したり、強制的に消灯する取組を始めました。  

定時に帰るため、会社をあげて仕事への集中度を高め、段取りを工夫し  

ました。仕事を効率化し、無駄な仕事はやめました。取引先にも事情を  

説明し、理解を求めました。ノー残業デーはだんだん増え、平成15年か  

ら毎日がノー残業デーになりました。残業代も不要になりました。  

この企業はこの19年間連続で増収増益を続けています。   



男性の育児参加の現状は？  

日本人男性の家事・育児時間は非常に短い  

6歳末溝児のいる男女の1日あたりの育児、家事関連時間（遺全体）  
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（注）各国調査で行われた調査から、家事関連時間（日本：「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計、アメリカ：  
“H・）uSeholdactivities”，“Purchasinggoodsandservices”，“Caringforandhelpinghouseholdmembers”，“Caring  

fbrandhelpingnon・householdmenibers”の合計、欧州：“DomesticWork”）と、その中の育児（Childcare）の時間  
を比較した。  

資料出所：Eurostat‘‘HowEuropeansSpendTheirTime・EverydayLifeofWomenandMen”（2004）、Bur。au。fLab。r  
StatisticsoftheuS・“AmericanTime・UseSurveySummary”（2004）、総務省「社会生活基本調査」（平成13  
年）  

子育て世代の男性の4人に1人は  

労働時間が遇60時間以上  

子育てを仕事と同等に優先させたいと  

希望しているが、現実には仕事を優先  

週60時間以上就業の雇用者の割合（男性）  

●仕事等自分の活動に書念  ロどちらかと言えば仕事等が優先  

口仕事等と家事育児を同等に重視  □どちらかと首えば家書育児が優先  

■家事や育児に書念  口無回答  
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一山■「【■一’、1994年仙■トー1999年十2004年  

資料出所：UFJ総合研究所「子育て支援策等に関する調  

査研究報告書」（平成15年）  

調査対象：未就学児を持つ父親  

（注）休業者を除く従業者総数に占める数  

資料出所‥厚生労働省「平成17年度版労働経済の分析」  
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男性が育児参加できる働き方をすすめることが  

なぜ企業にとって必要なのか？   

子育ては、従業員個人の課題であり、企業が関わるべきものではないとの考え方が  

あります。   
しかし、従業員の意欲・能力を十分に引き出し、企業の活力を高めるためには、従  

業員の子育て支援を含め、仕事と生活の両立を可能とする働き方を実現することが必  
要になっています。  

従業員のニーズヘの対応   多様な人材の活用   

子育て世代の男性の多くが、仕事も  

家庭も大切にしたいと考えています。  

また、共働き世帯が増加し、夫婦で育  

児を分担できる職場環境は男女共通の  

ニーズとなっています。   

企業を支える子育て世代が意欲をも  

って働けるようにするためには、その  

ニーズや意識の変化に対応し、育児参  

加できる働き方を実現する必要があり  

ます。  

厳しい競争環境の中で企業の力を高  

めていく上で、性別、年齢、価値観、  

個性の異なる多様な人材の能力を活用  

することが不可欠となっています。．   

近年、女性の活躍を推進する企業が  

増えていますが、女性だけに育児が集  

中する環境は能力発揮の阻害要因の一  

つになっています。女性の活躍を進め  

るためにも、男女とも子育てできる働  

き方が必要です。  

生活時間と仕事時間のバランス実   CSR（企業の社会的土任）の遂   

従業員の働きすぎによる疲労や意欲  

の低下、心身の健康状態の悪化は、企  

業にとって深刻な損失となります。ま  

た、夫が家庭を顧みることができず、  

妻が心身の健康を損ねれば、夫は安心  

して仕事に向かうことができず、仕事  

に支障をきたすことにもなりかねませ  

ん。   

従業員が健康で意欲をもって仕事に  

取り組めるようにするためには、生活  

時間と仕事時間のバランスを取れるよ  

うにすることが不可欠です。  

女性の活用やワーク・ライフ・バラ  

ンスの推進をCSRとして位置付け、  

従業員の多様性を尊重し、安心して快  

適に働ける職場づくりに取り組む企業  

が増えています。   

企業は本来の企業活動だけではな  

く、社会的公正や環境問題への取組な  

どの側面も含めて評価されるようにな  

ってきており、投資家、顧客、従業員  

等の利害関係者からの信頼を得るため  

にも、こうした取組が求められます。   
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男性が育児参加できる働き方をすすめることは  

企業にとってどんなメリットがあるのか？   

男性が育児参加できるような働き方をすすめ、ワーク・ライフ㌧バランスを実現す  

ることは、従業員の生活を充実させるだけではなく、企業にも様々なメリットをもた  

らします。  

優秀な人材の確保・定着   

優秀な人材の確保、定着は、企業の成長にとって不可欠です。労働者が希望するラ  

イフスタイルを実現できる環境を提供することは、賃金やキャリアアップと並んで、  

優秀な人材を惹きつける、もう一つの「報酬」となります。  

従業員の意欲の向上、生産性の向上   

従業員の希望するライフスタイルが実現できる環境を整備することで、職場環境に  

対する満足感を高め、従業員から高い勤労意欲と能力を引き出すことができます。   
また、従業員が仕事から離れる時間を持つことで、新たな視点を持ち、創造性が高  

まるなどの効果も期待できます。  

仕事内容や進め方の見直し、効率化   

育児休業や短時間勤務は、職場における業務配分方法の見直し、業務や情報の共有  

化など仕事の進め方を見直し、効率化するきっかけになります。  

両立支援の取組に対する企業の考え  
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優秀な人材確保のために  
必羊である  

従業員の労働意欲向上に  
寄与する  

仕事の進め方をエ夫することにより  

業務効率が向上する  
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ロそう思う■どちらかといえばそう思うロどちらかとともいえないロどちらかといえばそう思わない■そう思わない田無回答  

資料出所：（株）ニッセイ基礎研究所「仕事と生活の両立支援策と企業業績に関する調査」（平成17年）  
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男性の育児参加を支援している企業は、このように考えています  
紺ぼニ．磨っノ紛ざ紺ぶ感‰iお′躍′膵三嘉声衰新通㌍ン遠墾：′去；㌢威ご石野ン義教適終㈱磯修適評戚鋸動㍊タ戯評琢′戯拶≡ニ義範灘諸芸野ふ蓼ざ棚沢酬適終嘉壁。感魯砂洲ニ；鎖：舶野離野威動汐娩  

育児に参加したいという男性は若い人ほど増えてお  

り、うまく仕事と家庭生活、育児とのバランスを取れる  

ような仕組み、風土がないと社員にストレスがたまる  

し、働きがい、やりがいも感じられなくなってしまうの  

ではないかと懸念しています。社員の意識の変化に対応  

するためには育児参加できる働き方を推進しなくては  

いけないと考えています。（人事担当者）   

社員の意識の  

変化に対応  

異なる個性がぶつかり合うところからイノベ  

ーションが生まれるという面から、多様性が非  

常に重要だと思います。多様性のある組織づく  

りのために、勤務の柔軟化や両立支援をしてい  

かなければならないと考えています。（人事担当  

者）  

多様性のある  

組織づくりの  

ために   

ある程度の規模の会社が、きちんとビジネスを  

して、社会の中で認知されようとすれば、人に優  

しい、誰でも無理なく働けるような働き方を考え  

ていかなければなりません。かつてのように、働  

けるだけ働いて家庭のことは顧みないでいいとい  

う考え方は、社会的にも認められなくなっている  

のではないかと思います。（人事担当者）  

誰でも無理なく  

働けるような  

働き方を   
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男性が育児参加できる働き方をすすめるための  

取組のポイントは？  

経営者は・・・  

企業理念・企業風土   

男性が育児にかかわることができるようにするためには、従業員一人ひとりの仕事と生活のバ  

ランスを大事にすることを企業理念とし、そのような働き方ができる企業風土づくりに取り組む  

ことが必要です。  

トップの姿勢や取組   

企業トップが、ワーク・ライフ㌧バランスを経営戦略の中に位置付け、取り組む姿勢を明確に  

示すことにより、組織全体の意識変革が促されます。トップの考え方を役員、管理職、現場労働  

者へと浸透させていくための仕組みも必要です。また、トップ自らがワーク・ライフ・バランス  

を実践することで、企業全体に真剣さが伝わります。  

取組のきっかけは「経営トップのリーダーシップ」  
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人事担当者や管理職は‥・  

現状の把握・制度の整備   

男性が育児参加できるような働き方をすすめるための取組内容は、企業の状況によって異なり  

ます。   

男性の育児参加に対する従業員の意識やニーズ、現状、課題を把握し、男性も女性も利用しや  

すい仕事と育児の両立支援制度を整備しましょう。  

管理職や従業員の意識改革   

いくら制度が整っていても、「使える制度」になるかどうかは、現場の管理職や従業員の意識に  

かかっています。特に、男性の育児参加のポイントとなる現場の管理職の意識を変えるためには、  

育児参加が意欲向上や仕事の効率化につながること、ワーク・ライフ・バランスは子育て世代だ  

けでなく従業員全体の働きやすさにつながることなどについて理解を進める取組が必要です。  

人事制度面のエ夫   

従業員が安心して育児休業等を利用できるようにするためには、育児休業等を利用した場合の  

評価制度や昇格制度における取扱いがルール化され、管理職や従業員に正しく理解され運用され  

ていることが重要です。  

労働時間管理面のエ夫   

日常的な育児参加を可能にするためには、労働時間の管理が重要です。「ノー残業デーJの設定  

など、残業の削減に取り組むことは、仕事にメリハリをつけ、仕事の効率化一生産性の向上にも  

つながります。企業戦略としての計画的な取組、現場の管理職のマネジメントによるこまめな時  

間管理などのエ夫が必要です。  

要員管理や仕事の管理   

育児休業や短時間勤務等の制度の利用者が出た場合は、職場のニーズに応じた体制整備によっ  

て、同僚の負担が軽減され、職場に遠慮することなく制度が利用できるようになります。休業期  

間の長短や職場の状況等に応じて代替要員の確保を行うほか、直属の上司が中心となって、仕事  

や情報の共有化、業務量の調整等のエ夫をすることが必要です。  

従業員への情報提供   

制度があっても使われないことの原因に、「使えることが知られていない」ということが挙げら  

れます。また、身近に実際に制度を使っている男性の例がほとんどない場合が多いことから、色々  

な事例を紹介することによって、男性も育児参加しやすくなると考えられます。  
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